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令和８年度静岡県ＮＰＯ活動支援センター運営業務委託

企画提案募集要項

静岡県は、令和８年度静岡県ＮＰＯ活動支援センターの運営業務の実施に当たり、業務を

適切かつ確実に遂行できる者を選定するため、企画提案方式により公募する。

１ 業務内容

（１）業務名

令和８年度静岡県ＮＰＯ活動支援センター運営業務（以下「本業務」という。）

（２）業務内容

別添「令和８年度静岡県ＮＰＯ活動支援センター運営業務委託仕様書（案）」のとおり。

なお、最終的な仕様書は、提案内容をもとに受託候補者と協議した上で、決定する。

（３）業務期間

令和８年４月１日から令和９年３月31日まで

２ 契約限度額

契約総額を23,141,000円（消費税込み）とし、内訳は次に掲げるとおりとする。ただ

し、受託候補者選定後のヒアリングにより増減する場合がある。

（１）別添「令和８年度静岡県ＮＰＯ活動支援センター運営業務委託仕様書（案）」中「第５

業務の内容（７）ＮＰＯと副業人材のマッチング支援」に係る業務の契約限度額を

3,000,000円（消費税込み）とする。

（２）上記（１）以外の業務の契約限度額を20,141,000円（消費税込み）とする。

３ 公募参加に関する事項

（１）参加資格

次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。ただし、コンソーシアムでの応募

の場合、コンソーシアムの代表法人以外の法人は、ア、イ及びウに限り、条件を満たさな

くてもよい。

ア ＮＰＯの活動を支援する業務（以下、「中間支援業務」という。）の実績があること。

イ 静岡県内に事務所を有すること。

ウ 非営利法人であること。

エ 法人（目的を同じくする設立前団体を含む。）の活動実績が、概ね１年以上あること。

オ 今回の委託事業の実施が、法人の定款において可能であること。

カ 原則として、常勤職員の雇用実績があること。

キ 労務・経理事務に精通する専従職員を確保している、又は確保する予定があること。

ク 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であるこ

と。

ケ 参加表明書の提出期限の日から契約日までの期間において、静岡県指名（入札参加）

停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。

コ 国税又は地方税の滞納処分の執行がされている者又は当該滞納処分の終了の日から３

年を経過しない者でないこと。
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サ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者

（更生手続開始 の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定を受けてい

る者を除く。）でないこと。

シ 特定非営利活動促進法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等、関係法令に

違反等している者でないこと。

ス 次の(ｱ)から(ｷ)のいずれにも該当しない者であること。

(ｱ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「法」

という。）第２条第２号に該当する団体（以下「暴力団」という。）

(ｲ) 個人又は法人の代表者が暴力団員等（法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴

力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下

同じ。）である者

(ｳ) 法人の役員等（法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の

者をいう。）が暴力団員等である者

(ｴ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的

をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者

(ｵ) 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又

は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者

(ｶ) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

(ｷ) 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材

料の購入契約その他の契約を締結している者

（２）コンソーシアムでの応募

次に掲げる事項に留意すること。

ア コンソーシアムの代表となる法人を定めること。代表となる法人以外の者は、当該コ

ンソーシアムの構成員として扱う。

イ 単独で応募した法人は、同時にコンソーシアムの一員として応募することはできない。

また、同時に複数のコンソーシアムの一員として応募することもできない。

ウ 中間支援業務の実績のない法人も、コンソーシアムの構成員となることはできるが、

コンソーシアムの代表となることはできない。

エ 応募後の代表法人の変更及び構成員の変更（追加及び削減を含む。）は、原則として認

めない。ただし、特別な事情により、県がやむを得ないと認め、委託事業の実施が可能

であると判断した場合は、４（１）の企画提案書の提出期限内であれば、変更すること

ができる。

４ 企画提案等の手続

（１）スケジュール

内容 日程

質問受付期間 令和８年２月 13 日（金）から２月 19 日（木）午後４時まで

質問に対する回答 令和８年２月 25 日（水）まで

参加意思表明書の提出期限 令和８年２月 27 日（金）午後４時
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（２）参加意思表明書の提出

本企画提案への参加を希望する者は、参加意思表明書（様式第１号）を提出すること。

ア 提出期限及び提出方法

令和８年２月27日（金）午後４時までに、電子メール、郵送又は持参により提出す

ること（必着）。

イ 提出場所

後述「８ 担当課」

ウ 提出部数

１部

（３）企画提案書等の作成と提出

別紙１の留意事項に留意して作成すること。

ア 提出書類及び提出部数

企画提案書等の提出期限 令和８年３月４日（水）午後４時

選定部会（プレゼン審査） 令和８年３月 11 日（水）

審査結果の通知 令和８年３月 12 日（木）

項目 部数

参加申込書（様式第２号）

原本１部

副本８部

電磁的記

録媒体（光

ディスク

等）１式

企 画

提案書

申請法人の概要等（様式第３号の１）

各業務の具体的な取組等（様式第３号の２）

収支予算書（様式任意）（仕様書（案）「第５ 業務の内容（７）

ＮＰＯと副業人材のマッチング支援」に係る業務とそれ以外の業

務の内訳を示すこと）

上記以外にプレゼンテーションで使用する資料（パワーポイント

シート等）がある場合は当該資料（様式任意）

関 係

書類①

(注１）

中間支援業務についての実績（様式第４号）

誓約書（様式第５号）

法人の定款等これに類する書類

法人の登記事項証明書

貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類

（直近３年分）

３(1)コについて証明する納税証明書（管轄する税務署、静岡県

財務事務所及び市町税務課で令和８年２月 13 日以降に発行され

たもの。法人住民税及び法人事業税において、静岡県外に主たる

事務所のある法人については、主たる事務所のある都道府県、市

町、及び静岡県、静岡県内市町（静岡県内に事業所がある場合）

のもの。）

法人の役員名簿

関 係

書類②

(注２）

委任状（様式第６号）

コンソーシアムによる業務実施体制（様式第７号）

コンソーシアム協定書の写し
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（注１）コンソーシアムでの応募の場合は、構成する全ての法人のもの。

（注２）コンソーシアムの場合のみ。

イ 提出期限及び提出方法

令和８年３月４日（水）午後４時までに、郵送又は持参により提出すること（必着）。

ウ 提出場所

後述「８ 担当課」

エ その他

企画提案は、１法人又は１コンソーシアムにつき１提案とする。

提出期限までにすべての書類を提出すること。

応募書類は返却しない。

（４）本要項等に関する質問受付及び回答

ア 受付日時及び質問方法

令和８年２月19日（木）午後４時までに、質問書（様式第８号）を、電子メール又

はＦＡＸにより送付する。

イ 受付場所

後述「８ 担当課」

ウ 回答方法

質問者に電子メールで回答する。また、質問及び回答を県ホームページ「ふじのく

にＮＰＯ（静岡県のＮＰＯ活動支援サイト）」の「県からのお知らせ」に掲載する。

５ 受託候補者の選定及び審査結果の通知

「静岡県パートナーシップ委員会静岡県ＮＰＯ活動支援センター運営業務受託候補者選

定部会」（以下、｢選定部会｣という。）において、応募書類の内容及び応募者のプレゼンテ

ーションに基づく審査を行い、受託候補者を選定する。

なお、応募者が１者の場合であっても、審査の結果、受託候補者として選定することが

できるものとする。

（１）選定部会の委員

（２）評価項目

別紙２のとおり

（３）プレゼンテーション

開催日時 令和８年３月11日（水）

開催方法 オンライン（ZOOM）により実施する予定である。

所要時間 応募者による提案内容説明（15分間）の後、質疑応答（15分間）を行う。

氏名 所属・役職

桧森 隆一 嘉悦大学付属地域産業文化研究所 客員教授

谷口 年江 ＮＰＯ法人 男女共同参画フォーラムしずおか 事務局長

原田 博子 ＮＰＯ法人 はままつ子育てネットワークぴっぴ 理事長

川村 元彦 静岡県労働金庫 本店営業部地域共生推進グループ課長

森下 文貴 富士市 市民部市民活躍・男女共同参画課 市民協働担当統括主幹

渡井 亮祐 静岡市 市民局市民自治推進課 市民協働促進係長

櫻井 純 浜松市 市民部市民協働･地域政策課 市民協働グループ長
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※１ プレゼンテーションの時間等の詳細については、令和８年３月２日（月）まで

に応募者に別途通知する。

※２ 応募者は、過去の業務実績に係る資料等を参考に使用することができる。なお、

プレゼンテーションで使用する資料は、前述「４ 企画提案等の手続」のとおり

令和８年３月４日（水）までに提出すること。

※３ 審査は非公開で行う。

（４）審査結果の通知

審査結果は、令和８年３月12日（木）までに、各応募者に電子メールで通知する。

６ 受託者の決定

審査により選定された受託候補者の企画提案内容を直ちに契約内容とするものではなく、

受託候補者と提案内容に沿って契約内容の協議、調整を行った上で、双方合意に至った場

合に、受託者を決定する。

７ その他

（１）今回の企画提案に係る一切の費用は参加者の負担とする。

（２）契約手続において使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本円に限るものとする。

（３）契約保証金は免除する。

（４）契約の締結にあたっては、契約書を作成しなければならない。

（５）業務の実施にあたっては、法令、契約書等を遵守し、静岡県県民生活課と十分連絡調

整を図ること。

（６）契約の締結は、本業務に係る令和８年度静岡県一般会計予算の成立を条件とする。

（７）契約締結日を令和８年４月１日とする。なお、業務内容を変更する場合は、受託者と

改めて契約内容の協議、調整を行い、双方合意に至った場合に契約を締結する。

（８）本契約を締結するに当たり、労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を提出す

ること。また本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせ、又は当該業務に派遣労働者

を関わらせようとするときは、全ての下請負者から労働関係法令を遵守する旨等を記載

した誓約書を提出させ、その写しを契約担当者に提出すること。

（９）その他詳細は、仕様書（案）による。

８ 担当課

〒420－8601 静岡県静岡市葵区追手町９番６号

静岡県くらし・環境部県民生活局県民生活課（静岡県庁西館６階）

電話番号 054－221－3642

FAX番号 054－221－2642

メールアドレス shohi@pref.shizuoka.lg.jp


